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９
月
10
日
は
下
水
道
の
日
で
す
！
〈
下
水
道
へ
の
接
続
の
お
願
い
〉

下
水
道
課　

☎　

０
２
９
９-

５
５-

０
１
１
１

INFORM
ATION

お 知らせ

　

行
方
市
で
は
、
平
成
20
年
度
か
ら
難
病
患
者
に

対
し
て
、
難
病
患
者
と
そ
の
家
族
の
労
苦
を
見
舞

う
と
と
も
に
、
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
に
「
難

病
患
者
福
祉
見
舞
金
」
の
支
給
を
始
め
ま
し
た
。

　

平
成
21
年
度
も
支
給
対
象
に
な
る
方
は
、
早
め

に
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

対

象

者　

行
方
市
に
住
所
を
有
す
る
方
で
、
茨

城
県
か
ら
交
付
さ
れ
た
「
一
般
特
定

疾
患
医
療
受
給
者
証
」
又
は
、「
特

定
疾
患
登
録
証
」
を
お
持
ち
の
方
。

見
舞
金
額　

年
額　

１
万
円　

申
請
期
間　

平
成
21
年
９
月
１
日
〜
10
月
30
日

必
要
書
類

①
「
一
般
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証
」
又
は
「
特

定
疾
患
登
録
証
」

②
難
病
患
者
本
人
の
預
金
通
帳
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
）

③
印
鑑

　

下
水
道
工
事
が
完
了
し
て
使
え
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
地
域
の
み
な
さ
ん
は
、
下
水
道
へ
接
続
す

る
工
事
（
排
水
設
備
工
事
）
を
し
て
い
た
だ
き
、

一
日
で
も
早
い
ご
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

市
で
は
下
水
道
供
用
開
始
３
年
以
内
の
方
を
対

象
と
し
て
、
排
水
設
備
工
事
に
か
か
る
費
用
に
対

し
資
金
の
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。（
た
だ
し
、
新

築
・
事
業
所
等
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。）

助
成
内
容
（
ど
ち
ら
か
一
方
の
助
成
と
な
り
ま
す
）

１　

補
助
金
の
交
付　

４
万
円

２　

融
資
あ
っ
せ
ん　

限
度
額　

50
万
円

融
資
あ
っ
せ
ん
に
よ
り
金
融
機
関
か
ら
融
資

を
受
け
た
方
に
市
が
利
子
補
給
し
ま
す
。

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
下
水
道
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
見
直
し
に
つ
い
て
】

　

行
方
市
で
は
、
平
成
22
年
度
か
ら
平
成
23
年
度
に
か

け
て
行
方
市
の
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
（
農
振
計
画
）

の
見
直
し
を
行
い
ま
す
。
こ
の
農
振
計
画
は
、「
農
業
振

興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
農
振
法
）」
に
基
づ
い

て
、
お
お
む
ね
10
年
先
を
見
通
し
た
農
業
を
振
興
す
る

た
め
の
総
合
的
基
本
計
画
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で

す
。
現
在
、
行
方
市
の
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
は
、

麻
生
地
域
、
北
浦
地
域
、
玉
造
地
域
の
旧
町
ご
と
に
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
今
回
の
見
直
し
に
よ
り
行
方
市

全
域
の
計
画
と
し
て
策
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
農
用
地
区
域
に
つ
い
て
】

　

農
業
振
興
地
域
に
は
、
農
用
地
と
し
て
利
用
す
る
た

め
の
「
農
用
地
区
域
」
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
農
用

地
区
域
の
農
地
は
、
原
則
と
し
て
農
業
以
外
の
目
的
に

は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

＊
農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外
に
つ
い
て

　

農
用
地
区
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
農
地
を
、
や
む
を
得

ず
、
農
業
以
外
の
目
的
に
利
用
す
る
場
合
は
、
農
振
法
第

13
条
第
２
項
の
要
件
を
満
た
し
、
更
に
そ
の
目
的
に
つ
い

て
、
農
地
法
、
都
市
計
画
法
、
建
築
基
準
法
な
ど
の
他
法

令
に
よ
る
許
認
可
が
見
込
ま
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
に
「
農
業
振

興
地
域
整
備
計
画
の
変
更
（
農
振
除
外
）」
手
続
き
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
農
林
水
産
課
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。（
農
振
除
外
完
了
ま
で
、
申
出
締
切
日
か
ら

約
５
ヶ
月
の
期
間
を
要
し
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
）

＊
個
別
の
農
振
除
外
申
出
（
随
時
変
更
）
の
受
付
締
切
日

　

平
成
21
年
度　

９
月
30
日
・
２
月
１
日

　

平
成
22
年
度　

５
月
31
日
・
９
月
30
日
・
１
月
31
日

＊
平
成
23
年
度
は
農
振
除
外
の
手
続
き
を
一
時
停
止
し
ま
す
！

　

行
方
市
の
農
振
計
画
見
直
し
は
、
平
成
22
年
度
に
市

内
各
地
域
の
情
勢
調
査
（
基
礎
調
査
）
及
び
関
係
機
関

と
の
調
整
を
行
い
、
平
成
23
年
度
に
計
画
確
定
の
手
続
き

を
行
う
予
定
で
す
。
こ
の
た
め
、
平
成
23
年
度
中
は
、
農

振
除
外
手
続
き
を
一
時
停
止
い
た
し
ま
す
の
で
、
計
画
の

あ
る
方
は
お
早
め
に
農
林
水
産
課
へ
お
申
出
く
だ
さ
い
。

◎
な
お
、
茨
城
県
も
資
金
の
融
資
あ
っ
せ
ん
及

び
利
子
補
給
を
行
っ
て
い
ま
す
。

限
度
額　

２
百
万
円

（
供
用
開
始
３
年
を
超
え
て
も
対
象
）

　
　

茨
城
県
鹿
行
県
民
セ
ン
タ
ー
環
境
・
保
安
課

　
　
　
　
　

☎　

０
２
９
１
（
３
３
）
６
０
５
６

下
水
道
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す
（
行
方
市
・
潮
来
市
）

日
時　

９
月
27
日
（
日
）　

午
前
９
時
30
分
〜
15
時

場
所　

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
プ
ラ
ザ　

ラ
・
ラ
・
ル
ー
（
潮
来
市
）

内
容　

パ
ネ
ル
の
展
示
・
啓
発
チ
ラ
シ
等
の
配
布

　
　
　

未
接
続
世
帯
へ
の
戸
別
訪
問
（
麻
生
地
区
）

難
病
患
者
福
祉
見
舞
金
支
給
制
度

（
平
成
21
年
度
分
）

社
会
福
祉
課　

☎
０
２
９
９-

５
５-

０
１
１
１

行
方
市
の
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の

見
直
し
を
実
施
し
ま
す

農
林
水
産
課　

☎
０
２
９
１-

３
５-

２
１
１
１

行方市情報メール一斉配信サービスを開始します
　９月１日から、市のイベント情報、災害や不審者

情報、選挙速報、健診等の情報について、登録いた

だいた市民の皆さんのパソコンや携帯電話へ、メー

ルで配信するサービス（メールマガジン）を開始い

たします。

　パソコンでの受信を希望される方は、市ホームペー

ジの「情報メール一斉配信サービス（http://www.

city.namegata.ibaraki.jp/mail_service/）」から、携帯

電話は、以下の２次元バーコードから登録できます。

※携帯電話は、こちらのアドレス

http://www.city.namegata.

ibaraki.jp/mobile/mail_service/

からも登録できます。

※９月は、行方市長選挙に関する情報を中心に配信

する予定です。

　　秘書広聴課　☎　０２９９－７２－０８１１

２次元バ―コード

問

問
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行
方
市
長
選
挙
の
お
知
ら
せ

行
方
市
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　

　

☎
０
２
９
９-

７
２-

０
８
１
１

投
票
日　

平
成
21
年
９
月
13
日
（
日
）

　
　
　
　

午
前
７
時
〜
午
後
６
時

告
示
日　

平
成
21
年
９
月
６
日
（
日
）

投
票
所　

市
内
33
か
所
（
入
場
券
に
記
載
）

【
期
日
前
投
票
等
】

　

投
票
日
に
、
仕
事
や
レ
ジ
ャ
ー
、
買
い
物
、

入
院
な
ど
で
投
票
所
へ
行
く
こ
と
が
で
き
な

い
方
は
、
期
日
前
投
票
又
は
不
在
者
投
票
が

で
き
ま
す
。

期
日
前
投
票

期　

間　

平
成
21
年
９
月
７
日
（
月
）
か
ら

９
月
12
日
（
土
）

時　

間　

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
８
時
ま
で

場　

所　

行
方
市
役
所　

各
庁
舎（
３
か
所
）

※
入
場
券
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

病
院
等
（
指
定
施
設
）
で
の
不
在
者
投
票

期　

間　

平
成
21
年
９
月
７
日
（
月
）
か
ら

９
月
12
日
（
土
）

手　

続　

投
票
の
方
法
等
、
詳
し
く
は
施
設

代
表
者
（
不
在
者
投
票
管
理
者
）
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
不
在
者
投
票
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
投
票

手
続
に
数
日
を
要
す
る
た
め
、
早
め
に
施
設

代
表
者
（
不
在
者
投
票
管
理
者
）
へ
そ
の
旨

を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

のお知らせのお知らせ

今月の税金

固定資産税　　 第３期

国民健康保険税 第３期

納付期限（口座振替日）

は９月３０日です

軽自動車等を廃車したら届出を軽自動車等を廃車したら届出を

問い合わせ　収納対策課（麻生庁舎）　☎　０２９９－７２－０８１１

税金

市では、納税の公平性を保つため、催告に応じない市税等滞納者に対しては、積極的に滞納処分を実

施しています。滞納処分とは、地方税法および国税徴収法に基づき、やむを得ず財産（不動産、給与、

預貯金など）を差押さえて、公売などを行い滞納税金に充てることをいいます。普通自動車、軽自動車、

バイクなどについては「タイヤロック」も実施しています。事情により期限内に納付できないときは、

収納対策課へお早めにご相談ください。

　軽自動車（軽乗用車、軽トラック、オートバイ、バイクなど）

を廃車した場合は、必ず届出をしてください。

　届出をしないで、そのままに放置しておくと軽自動車税が毎年

賦課されてしまうことになります。

○軽自動車の廃車手続きは

①自動車車検証②ナンバープレート③理由書（ナンバープレート

紛失等の理由により返納できない場合）④申請依頼書（代理人申

請の場合）⑤印鑑（所有者及び使用者の印鑑）をご準備のうえ下

記事務所、支局で手続き願います。

＜四輪の軽自動車＞

軽自動車検査協会　茨城事務所　（〒 311-3123　東茨城郡茨城町字広山 887-59）

　☎　０２９－２９３－９９８９　　　　　　　

＜二輪（250cc 以上）の軽自動車＞

茨城運輸支局　（〒 310-0844　水戸市住吉町 353）

　☎　０５０－５５４０－２０１７

○ 125cc 以下のバイクは

バイク（125cc 以下）などの廃車については、市役所各総合窓口課で手続きができます。電話で必要

書類などをお問い合わせのうえ届出をお願いします。

滞納処分について



　市の職員数・給与などの概要についてお知らせいたします。
　これは市の「人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、市民の皆様に職員の任用や勤務条件
をご理解いただくためのものです。

◇採用者・任用替職員数 (平成 21年 4月 1日）
区　　分 試験採用 選考採用 任用替 計
一般行政職 5 0 1 6
技能労務職 0 0 ▲ 1 ▲ 1
計 5 0 0 5

◇退職者数（平成 21年 3月 31日）
区　　分 定年 勧奨 その他 計
一般行政職 7 4 0 11
技能労務職 5 2 0 7
計 12 6 0 18

◇年齢別職員数の状況 (平成 21年 4月 1日）
10代 20代 30代 40代 50代 計

男性 0 22 87 72 79 260
女性 0 11 31 45 73 160
計 0 33 118 117 152 420

◇部門別職員数の推移（各年 4月 1日）
区分 平成２１年 平成２０年 増減数

一般行政部門 281 283 -2
教育部門 98 106 -8
公営企業等 41 44 -3
総合計 420 433 -13

職員数 職員の任免及び職員数に関する状況

職員の給与の状況
◇平均給料月額及び平均年齢（平成２１年４月１日）
区　　分 平均年齢 平均給料月額
一般行政職 ４３．６歳 327,200
技能労務職 ５１．８歳 298,000

◇初任給の状況（平成２１年４月１日） 
区　　　分 行方市

一般行政職
大学卒 172,200
短大卒 152,800
高校卒 140,100

◇経験年数別・学歴別平均給料月額の状況　　　　　　　　　　　（平成２１年４月１日） 
区　　分 経験年数10～ 15年未満 経験年数 15～ 20年未満 経験年数 20～ 25年未満

一般行政職
大学卒 285,200 318,400 378,500
短大卒 266,400 300,700 344,200
高校卒 255,000 291,900 322,500

◇特別職の報酬等の状況（平成 21年 4月 1日）   
区　　分 給料月額 期末手当 区　　分 報酬月額 期末手当

給料
市　 長 697,500 6 月期 1.60 月分

報酬
議　 長 315,000 6 月期 1.60 月分

副市長 556,140 12 月期 1.75 月分 副議長 265,000 12 月期 1.75 月分
教育長 507,780 計 3.35 月分 議 　員 249,000 計 3.35 月分

※平成 20年 4月 1日から平成 22年 3月 31日までの間の給料を、市長は１０％、副市長・教育長は７％の削
減措置を行っている。

◇級別職員数（一般行政職）

3級 157人

4級 77人

5級 52人

1級 15人6級 25人
7級 7人

2級 87人

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給　与

勤務時間・研修

なめがた　2009.9.1
8

市の職員数・給与などの公表

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
◇勤務時間（標準的なもの）   

区　　　分 状　　　況
正規の勤務時間 １週間あたり４０時間
開始・終了時間 開始　８：３０　　終了　１７：３０
休憩時間 １２：００～１３：００
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◇職員研修の状況（平成２０年度）    
研修名 研修対象者 研修日数 受講者名

基
本
研
修

新規採用職員共同研修 １年未満の職員 ８日 ３人
職員第２部研修 採用後５年目の職員 ２日 ６人
職員第３部研修 採用後７年目の職員 ２日 ２人
現任係長研修 係長の職にある職員 ３日 ４人

専
門
研
修

訴訟法務講座 指名した職員 ２日 １人
政策形成基礎講座 指名した職員 ３日 １人
政策法務講座 指名した職員 ６日 １人
政策評価講座 指名した職員 ３日 １人
公共マーケティング技法導入講座 指名した職員 ２日 １人
クレーム対応能力向上講座 指名した職員 ２日 １人
女性職員のためのステップアップセミナー 指名した職員 ２日 １人
人事評価研修 指名した職員 ２日 １人
ファシリテーション講座 指名した職員 ２日 １人
法務マスター研修 指名した職員 ２４日 １人
福祉担当職員のカウンセリング実務研修 指名した職員 ２日 ２人
公務窓口接遇研修 指名した職員 １日 ７人
カウンセリングマインド養成研修 指名した職員 １日 ２人

自
主
研
修

講演　「職場風土の改善とＣＳ」 課長補佐以上の職にある職員 １日 ５２人
講演　「自治体における危機管理について」 全職員 １日 ９４人
裁判員制度研修 全職員 １日 ３７０人

　行方市では、平成１８年度から公共施設の管理・運営に指定管理者制度を導入しています。指定管理者制度
とは、公共施設の管理・運営に民間の活力を取り入れ、市民サービスの向上や管理経費の縮減を図るものです。
　市では、この指定管理者が提供するサービスが安全かつ適正な水準で確実に実施されているかを判断するた
め、評価を行っています。
◆平成２０年度の評価結果を公表します。        

№ 施設名 指定管理者名
評価結果

所管課管理運営
全般

施設の
維持管理

サービスの
維持向上

危機管理
対策 総合評価

1 霞ヶ浦ふれあいランド ㈶市開発公社 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ 商工観光課
2 観光物産館こいこい ㈱玉造観光物産センター Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ 〃
3 高須崎公園 ㈶市開発公社 Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ 都市計画課
4 高須崎公園体験農場 ㈶市開発公社 Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ 〃
5 高須崎交流センター ㈶市開発公社 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 〃
6 北浦荘 ㈳社会福祉協議会 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 社会福祉課
7 ディサービスセンター ㈳親和会 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ 介護福祉課

評価の基準
　Ａ（優　良）：仕様書及び事業計画書の内容や目標を上回る成果があり、優れた管理運営が行われた場合
　Ｂ（良　好）：仕様書及び事業計画書の内容どおりの成果があり、適正な管理運営が行われた場合
　Ｃ（課題含）：仕様書及び事業計画書の内容や目標を下回る項目があり、さらなる工夫・努力、改善が必要な場合
　Ｄ（要改善）：管理運営が適正に行われたとは認められず、大きな改善を要する場合

◆評価結果の活用
（１）指定管理者に必要な指導、指示を行うことにより、施設の適正な管理運営を確保します。
（２）施設の管理運営に反映させることで、利用者サービスの向上を図ります。

問合せ先　　総務部　総務課　行政改革推進室　　☎　0299－ 72－ 0811

指定管理者制度導入施設の評価について



なめがた　2009.9.1
10

障
害
の
あ
る
方
で
一
定
の
基
準
を
満
た
せ
ば

Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
が
免
除
に
な
り
ま
す

社
会
福
祉
課　

☎
０
２
９
９-

５
５-

０
１
１
１

全
額
免
除
に
な
る
方

身
体
障
害
者　

身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
で
、
世
帯
全
員
が
市
民

税
非
課
税
の
場
合
（
手
帳
の
等
級
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
）

知
的
障
害
者　

療
育
手
帳
を
お
持
ち
で
、
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課

税
の
場
合
（
手
帳
の
等
級
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
）

精
神
障
害
者　

精
神
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
で
、
世
帯
全
員
が
市
民

税
非
課
税
の
場
合
（
手
帳
の
等
級
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
）

半
額
免
除
に
な
る
方

身
体
障
害
者　

身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
が
世
帯
主
で
左
記

に
該
当
す
る
場
合
。

・
視
覚
障
害　
　

１
・
２
・
３
・
４
・
５
・
６
級
の
方

・
聴
覚
障
害　
　

２
・
３
・
４
・
６
級
の
方

・
肢
体
不
自
由　

１
・
２
級
の
方

・
内
部
障
害　
　

１
・
２
級
の
方

知
的
障
害
者　

Ⓐ
・
Ａ
の
療
育
手
帳
を
お
持
ち
の
方
が
、
世
帯
主
の
場
合
。

精
神
障
害
者　

１
級
の
精
神
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
が
、
世
帯

主
の
場
合
。

※
全
額
免
除
の
世
帯
は
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
用
の
チ
ュ
ー

ナ
ー
と
ア
ン
テ
ナ
工
事
が
無
料
で
受
け
ら
れ
ま
す
。

・
現
在
の
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
放
送
は
平
成
23
年
7
月
24
日
で
終
了
し
、

地
上
デ
ジ
タ
ル
（
地
デ
ジ
）
放
送
に
切
り
替
わ
り
ま
す
。

・
地
デ
ジ
を
受
信
す
る
た
め
に
は
、
チ
ュ
ー
ナ
ー
（
受
信
装
置
）
と
ア

ン
テ
ナ
工
事
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

ま
だ
申
請
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
お
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

参
加
者
募
集

文
学
散
歩

期　
　

日　

11
月
６
日
（
金
）

場　
　

所　

鎌
倉
（
鎌
倉
文
学
館
ほ
か
）

負

担

金　

４
，
５
０
０
円
（
昼
食
は
各
自
負
担
）

募
集
人
員　

40
人
（
申
込
者
多
数
の
場
合
抽
選
）

募
集
期
間　

10
月
１
日
（
木
）
〜
16
日
（
金
）

読
み
聞
か
せ
講
座
（
初
級
編
）

期　
　

日　

９
／
26
（
土
）
10
／
３
（
土
）

　
　
　
　
　

10
／
10
（
土
）
10
／
25
（
日
）

時　
　

間　

午
後
２
時
か
ら

場　
　

所　

行
方
市
立
図
書
館

講　
　

師　

小
沼
淳
子
先
生

内　
　

容　

読
み
聞
か
せ
の
基
本

申
込
締
切　

９
月
20
日
ま
で

申
込
方
法　

行
方
市
立
図
書
館
へ
直
接
お
申
込
下
さ
い
。

　
　
　

行
方
市
立
図
書
館

　
　
　

☎　

０
２
９
９-

５
５-

１
４
９
５

申
・
問

平
成
22
年
１
月
10
日
（
日
）

成
人
式
を
開
催
し
ま
す

時
間　

式
典　

午
前
10
時
〜

場
所　

行
方
市
文
化
会
館

対
象　

平
成
元
年
４
月
２
日
〜
平
成
２
年
４
月

１
日
に
生
ま
れ
た
方
で
行
方
市
に
在
住

及
び
行
方
市
出
身
の
方

　
　

生
涯
学
習
課

　
　
　

☎　

０
２
９
１-

３
５-

２
１
１
１

行方
新撰組の日！

新撰組の筆頭局長であった芹澤鴨

は、行方市芹沢の出身です。芹澤

鴨が亡くなったといわれる9月に、

芹澤鴨生家近くの法眼寺にて鴨忌

をおこないます。また、霞ヶ浦ふ

れあいランドで地元劇団「まちづ

くり市民劇団●玉造座」の公演や

新撰組ゆかりの方々が出席するイ

ベントなども開催されます！

【法眼寺】

10:00 ～ 11:00　芹澤鴨・平間重助

追善供養

【霞ヶ浦ふれあいランド】

12:00～ 13:30　パレード　

（12:15～12:35　狂歌の小径除幕式）

13:40～ 15:00　殺
た て

陣パフォーマンス

15:30 ～ 16:30　新撰組●玉造座公

演（開場　15:00）

　　行方市観光協会

　　☎　0299-55-1221

9/20
（日）

問

問


